
※ ９月７日発行時点の情報です。今年度は北海道胆振東部地震の影響により中止となりました。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 労働保険料の口座振替制度導入について 

 

商工会報第３０３号でもお知らせしましたが、商工会では今後の労働保険料の納入方法

について、口座振替制度の導入を行います。 

労働保険事務等を商工会へ委託されている事業所宛へ口座振替制度のご案内をしてお

ります。 

該当の事業所におかれましては、ご検討の程をよろしくお願いします。 

 

      

『地域外需要獲得強化等による浜中町活性化事業』の取組み 

について 

昨年度の『浜中町集落ネットワーク圏活性化支援事業』を踏まえ、今年度は『地域外需要獲得

強化等による浜中町活性化事業』として、３つの事業を展開します。 

 

① インターンシップ及び一時滞在者受け入れ事業 

平成２９年度に構築した浜中町交流・移住推進委員会を運用し、大学生インターンシップ

や一時滞在者等を恒常的に浜中町に受け入れるとともに、インターンシップ制度の普及を

進めます。 

 

② 着地型観光の事業化を核とした地域外需要の獲得強化事業 

浜中町内の地域資源を活用した着地型観光の事業化を核として、観光客の地域内における

回遊性を高める等により、地域振興と雇用創出につなげます。 

首都圏アンバサダー（大学生）を事業サポーターに起用し、様々なモニターツアーの検討

等を行います。 

 

③ 浜中町応援店制度の運用による浜中町産品のブランド強化事業 

浜中町応援店制度を運用し、浜中町産品の訴求とブランド力強化を図るとともに、浜中町

交流・移住委員会及び地域資源活用ネットワークの取り組みと連携し、観光振興や交流人

口拡大を図ります。 

首都圏等で浜中産食材を使用する飲食店を「浜中町応援店」として認定し、浜中町の魅力

ある食材のＰＲ活動をお願いしています。 

 

 これらの事業を円滑に進行するために、商工会への出向職員として、吉井 萌里さん（横浜国

立大学４年、浜中町活性化コーディネーター）が８月１日から３１年１月３１日まで勤務してお

ります。吉井さんは昨年度大学生アンバサダーとして事業に参画しております。 

昨年アンバサダーとして活動させていただきました、横浜国立大学４年生の

吉井 萌里です。 

 今年度は半年間浜中町に滞在し、活動させていただくことになりました。 

 町の皆様には“まちづくり”という視点から貢献できるよう精一杯頑張りま

すので、何卒よろしくお願い致します。 

 

浜中町活性化コーディネーター 吉井 萌里（ヨシイ メル） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長   越田 正昭 

 

経 営 指 導 員  久保 佳介 

 

補 助 員  斎藤  惇 

 

記帳専任職員   守岡 ﾀﾞﾆｴﾙ武雄 

 

記帳指導職員   坂本 美帆 

        〔※現在育休中〕 

一 般 職 員   内村  彩 

 

臨 時 職 員   板垣 笑美梨 

 
商工会「変更・脱退」のお知らせ 

平成３０年８月分受付迄 （敬称略） 

 

 

【変更】よろしくお願いします。 

１．浜中保険(有) 〔新川→霧多布〕 

  代表取締役 

  新）小 黒 雅 臣  旧）小 黒 昇 一 

 

 

【脱退】長い間ありがとうございました。 

１．(株)関上商店 〔霧多布〕 

代表取締役 関 上 伸 一 

                  以上 

 新たな原料原産地表示制度について 

消費者庁において、平成２９年９月１日に食品表示法に基づく食品表示基準が改正さ

れ、全ての加工食品に原料原産地表示が必要となりました。なお、平成３４年３月３１日

までは、食品メーカー等が準備をする猶予期間としており、準備ができた商品から順次表

示されることとしております。 

 詳細は下記のページにパンフレットが掲載されておりますので、ご覧ください。 

 

 消費者庁パンフレット掲載ＨＰアドレス 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/ 

 経営者向けセミナーの開催について（主催：釧路総合振興局） 

釧路総合振興局では、第一生命保険(株)帯広支社との共催により、経営者向けセミナー

を実施します。 

 

 日時：９月２０日（木）１７：３０～１９：００ 

 場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル釧路 

 内容：『これからの世界・日本経済の行方』～北海道経済への影響は？～ 

 

 詳細：釧路総合振興局産業振興部商工労働観光課 

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/index.htm 

 働き方改革の推進について 

本年６月２９日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が国会

において可決成立し、７月６日に公布されました。 

平成３１年４月１日から順次施行されることになっております。 

詳細は下記ページの下部にある参考資料（リーフレット）をご覧ください。 

 

「働き方改革」の実現に向けて 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 


